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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

       



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県次期給与管理システム構築基本計画策定業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム課システム指導・集中化担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成29年６月19日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  アビームコンサルティング株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 

５ 落札金額 

  47,304,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  総合評価一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年５月２日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
九
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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一 

募
集
種
目 

 
 

自
衛
官
候
補
生 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠

 
 

格
事
由
に
該
当
し
な
い
者 

三 

採
用
試
験
の
方
法 

 

イ 

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
） 

 

ロ 

口
述
試
験 

 

ハ 

適
性
検
査 

 

ニ 

身
体
検
査 

四 

募
集
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
二
日
（
火
）
か
ら
九
月
十
五
日
（
金
）
ま
で 

五 

入
隊
時
期
（
採
用
予
定
月
） 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬 

六 

試
験
期
日
並
び
に
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

試
験
期
日 

 
 

⑴ 

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
三
日
（
土
） 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
四
日
（
日
） 

 
 

⑵ 

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日
（
月
） 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日
（
火
） 

 
 

⑶ 

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
八
日
（
木
） 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日
（
金
） 

 

ロ 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称 

 
 

⑴ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
一
丁
目
四
十
番
地
七 

 
 

 
 

陸
上
自
衛
隊
大
宮
駐
屯
地 

 
 

⑵ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町 



 
 

 
 

陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地 

 
 

⑶ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町 

 
 

 
 

陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地 

七 

応
募
者
の
受
付 

 
 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和

 

区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

電
話
〇
四
八
―
八
三
一
―
六
〇
四 

 

三
）
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。 

八 

各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ
―
１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
六
五
一
―
二
四
二
〇
） 

 

ロ 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
―
二
九
二
三
―
四
六
九
一
） 

 

ハ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
四
六
六
―
四
四
三
五
） 

 

ニ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
三
丁
目
九
十
番
地
一
国
際
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
五
二
二
―
四
八
五
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
秩
父
市
宮
側
町
三
番
地
三 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四
―
二
二
―
六
一
五
七
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
号 

 
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
納
税
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

納
税
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
又
は
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
納
税
証
紙
の
売
り
さ

ば
き
場
所 

二 

指
定
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
七
日 

三 

指
定
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大

宮
区
宮
町
三
丁
目
一
番

六
号 

住

所

又

は

所

在

地

 

株
式
会
社
ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ

ト 氏

名

又

は

名

称

 

さ
い
た
ま
県
税
事
務
所
（
さ
い
た
ま

市
浦
和
区
北
浦
和
五
丁
目
六
番
五

号
） 

川
越
県
税
事
務
所
（
川
越
市
新
宿
町

一
丁
目
十
七
番
地
十
七
） 

春
日
部
県
税
事
務
所
（
春
日
部
市
大

沼
一
丁
目
七
十
六
番
） 

越
谷
県
税
事
務
所
（
越
谷
市
越
ヶ
谷

四
丁
目
二
番
八
十
二
号
） 

納
税
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
場
所

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
一
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
収
納
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第

百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
（
同

法
第
三
十
一
条
の
六
及
び
第
三

十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貸

付
金
に
係
る
未
収
金
の
徴
収
事

務 委

託

事

務 

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
十
六
番

二
十
号 

ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

小
林 

英
利 

 

受

託

者

の

住

所

、

名

称 

及

び

代

表

者

氏

名 

平
成
二
十
九
年

四
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
年
三

月
三
十
一
日
ま

で 委

託

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
寄
居 

 
 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
寄
居
九
百
二
十
五
―
二
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

大
島
孝
之 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

大
島
孝
之 

 
 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六
番 

外
二
者
未
定 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
四
月
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

三
千
三
百
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
八
五
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
一
八
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

二
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
七
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 
 

未
定
二
者 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

駐
車
場
① 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
宮
代
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

宮
代
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

宮
代
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃
貸
住
宅
本
部
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃
貸
住
宅
本
部 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
・
四
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

草
加
市
松
原
四
丁
目 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
伊
奈
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

伊
奈
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
・
四
級
基
準
点
測
量
・
境
界
点
座
標
変
換
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

北
足
立
郡
伊
奈
町
中
央
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
六
号 

 
熊
谷
市
か
ら
熊
谷
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
七
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

三
芳
町
富
士
塚
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
字
富
士
塚
及
び
同
字
東
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
二
百
五
十
番
地
一 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日 

六 

変
更
の
内
容 

 
 

事
務
所
の
所
在
地
を
「
埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
二
百
五
十
番
地
一
」
か
ら
、
「
埼 

 

玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
五
千
二
百
七
十
一
番
地
」
と
変
更
す
る
。 

七 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
八
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

宮
代
町
道
仏
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
四
年
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
宮
代
二
丁
目
、
宮
代
三
丁
目
及
び
字
道
佛
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
道
佛
四
百
十
五
番
地
一 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
四
年
二
月
十
二
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
一
号 

 
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
）
を
次
に
よ
り
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

一 

選
挙
期
日 
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
七
日 

二 

選
挙
す
べ
き
議
員
数 

一
人 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
二
号 

 
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
南
第
五
区 

さ
い
た
ま

市
大
宮
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
選
挙
長
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
欠
け
た
場
合
そ
の
職
務
を
代

理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

選
挙
長 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
三
橋
四
丁
目
八
百
二
十
六
番
地
五 

 

石 

塚 
 

 

眞 
 

 
 

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
四
丁
目
二
百
九
十
七
番
地 

 

大 

野 

正 

美 
 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
三
号 

 
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
南
第
五
区 

さ
い
た
ま

市
大
宮
区
）
に
お
け
る
開
票
の
事
務
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
選
挙
会
場
に
お
い
て
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
四
号 

 
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
南
第
五
区 

さ
い
た
ま

市
大
宮
区
）
に
つ
き
発
行
す
る
選
挙
公
報
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
の
日
時
及
び
場
所
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

一 

日
時 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

午
後
六
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
三
十
五
号 

 
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
南
第
五
区 

さ
い
た
ま

市
大
宮
区
）
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

一
一
、
九
七
五
、
六
〇
〇
円 
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